
地域生活圏における必要な諸機能ごとの
課題と対応の方向性等（参考資料）

（１）日々の日常生活に必要な機能
①医療・福祉 【P1～16】
②移動（地域交通等） 【P17～25】
③買い物 【P26～35】
④教育（小中学校等） 【P36～42】

（２）生活に必要な所得を得るために必要な機能
⑤製造業・サービス業（地域産業） 【P43～50】
⑥農林水産業 【P51～67】

⑦観光 【P68～72】

参考資料１



（３）日常に潤いを与える文化的な生活に必要な機能
⑧自然環境（生物多様性・景観を含む） 【P73～79】
⑨環境（地域の再生エネルギーの導入） 【P80～82】
⑩文化芸術
（伝統的・歴史的な祭り、芸能、食文化、景観等）
【P83～88】

⑪中心市街地 【P89～96】

（４）（１）～（３）の機能を支える要素
⑫防災・減災、国土強靱化（地域の防災） 【P97～105】
⑬情報通信 【P106～109】



参考資料

(1)日々の日常生活に必要な機能

①医療・福祉
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人口10万人当たり医師数を二次医療圏ごとに見ると、県庁所在値などの都市部に集中している傾向。

①-1：二次医療圏ごとの人口10万人対医師数

出典：国勢調査（2020）、医師・歯科医師・薬剤師統計（2018）、国土数値情報「医療圏」（2020）、「国・都道府県の機関」(2014）より国土政策局作成

※医師数：医療施設（病院・診療所）に従事する医師数
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人口10万人当たり医師数が最大・最小の二次医療圏を比較すると、同じ都道府県内でも2倍程度の差が見られ、地
域間の偏在がある。

①-2：二次医療圏ごとの人口10万人対医師数（最大・最小）

出典：国勢調査（2020）、医師・歯科医師・薬剤師統計（2018）より国土政策局作成
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意識調査によれば、医療・福祉のアクセス（片道の通院・通所にかけられる最大時間）については、全
体的に1時間以内でのアクセスを求める傾向が見られ、特に、日常的にかかる診療所や通所の福祉
サービスについては、「30分未満」とする回答の割合が高い。

①-3：医療・福祉のアクセスに関する意識調査

自分の片道の通院・通所にかけられる最大時間にかかる意識（2019年）

出典：令和2年版厚生労働白書 4



救急自動車による救急出動要請の入電から医師引継ぎまでの平均所要時間を消防本部規模別でみると、人
口規模が小さい地域ほど長く、現場出発から医療機関到着までの時間が影響しており、救急患者受入医療
機関までの移動距離が要因と考えられる。

①-4：救急搬送の平均所要時間（地域人口規模別）

消防本部規模別による救急搬送の平均所要時間（令和２年）

出典：令和３年版 救急救助の現況 5



①-5：二次医療圏ごとの外来患者推計のピーク

外来医療については、多くの地域ですでに需要のピークを迎えていると考えられる。

出典：第18回医療計画の見直し等に関する検討会（令和2年2月）資料2 6



①-6：二次医療圏ごとの入院患者推計のピーク

入院医療については、多くの地域で今後10年の間に需要のピークを迎えると考えられる。

出典：第18回医療計画の見直し等に関する検討会（令和2年2月）資料2 7
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○全医師数に占める女性医師の割合は増加傾向にあり、平成30年時点で21.9%を占める。

○近年、若年層における女性医師は増加しており、医学部入学者に占める女性の割合は約３分の１と

なっている。

女性医師数の推移

※医師数全体に占める割合

21.9％※

（出典）学校基本調査(文部科学省)
厚生労働省医政局医事課試験免許室調べ

医学部入学者・国家試験合格者数に占める
女性の割合
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①-7：女性医師の年次推移

出典：第11回 医師の働き方改革に関する検討会（平成30年11月）資料3一部改変 8



①-8：医籍登録後年数別の就業率（女性医師）

女性医師の就業率は医籍登録後12年（概ね30代後半頃）で76％まで低下。

出典）医療従事者の需給に関する検討会第35回医師需給分科会（資料1） 9



①-9：オンライン診療等を実施可能とする医療機関

電話や情報通信機器を用いた診療を実施できるとして登録した医療機関数及び
初診から実施できるとして登録した医療機関数の推移

新型コロナ感染拡大により、電話や情報通信機器を用いた診療等が可能な場合を拡大し、登録した医療機関
数も令和2年6月にかけて15％程度まで増加したが、その後は横ばいで推移。

出典：第17回オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会 10



①-10：オンライン診療の届け出の意向がない理由

オンライン診療の届出意向がない施設（かかりつけ医）に対して理由を尋ねたところ、「対面診療の方がすぐれて
いる」、「患者のニーズがない・少ない」という回答が多かったが、コストに関する理由も3割以上で見られた。

出典：中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会（第64回）
令和２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和３年度調査）の報告案について（検-2-2） 11



①-11：オンライン診療を受けたことが無い理由

オンライン診療を受けたことが無い理由 （複数回答）

オンライン診療を受けたことがない患者は、できるだけ対面での診療を受けたいと考えている割合が高く、そ
の理由としては「検査や処置をすぐ受けられるから」が最も多い。

出典：中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会（第64回）
令和２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和３年度調査）の報告案について（検-2-2）

「できるだけ対面の診療を受けたいと考えている」と回答した理由」

（単独回答） （複数回答
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介護サービスの利用者数は着実に伸びてきており、2018年度で502万人と2000年度（184万人）と比べて2.7倍に増加。
2040年度で居宅サービス利用者は2018年度比で1.4倍（＋156万人）、施設サービス利用者は同1.6倍（＋89万人）になる
と見込まれている。

①-12：介護保険利用者数の推移及び見通し

出典：令和2年版厚生労働白書 13



①-13：保険者別の介護サービス利用者数の見込み

出典：第90回社会保障審議会介護保険部会（令和2年2月）資料1-1 14



介護関係の職種の有効求人倍率を見ると、全職業の有効求人倍率に比べ、高い水準を維持し続けている。

出典：令和3年版高齢社会白書

①-14：介護職員の不足感

有効求人倍率（介護関係職種）の推移
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①-15：介護分野の有効求人倍率（都道府県別）

出典：第79回社会保障審議会介護保険部会（令和元年7月）参考資料

(資料出所) 厚生労働省「職業安定業務統計」( 注) 介護関連職種は、ホームヘルパー、介護支援専門員、介護福祉士等のこと。
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参考資料

(1)日々の日常生活に必要な機能

②移動（地域交通等）
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②-1：地域交通を取り巻く環境～高齢者の不安

高齢者の免許返納の数は、近年大幅に増加。
高齢者を中心に、公共交通がなくなると生活できなくなるのではないか、という声が大きい。

公共交通の減少が、現居住地に対する将来の
不安の一大要素となっている。

（出典）国土交通省総合政策局作成（出典）警察庁公開資料より、国土交通省総合政策局作成
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平成11年以降の法的整理等の事例

一般路線バスの輸送人員の推移（平成12年度を100とした場合）

○地方部では、人口の減少等を背景に、乗合バスの利用者は依然として減少傾向。
○一般路線バス事業者の約74％が赤字事業者となっているなど厳しい経営状況にあり、地方部においては、路線

廃止が進み、経営破綻した事例も発生。

（保有車両３０両以上の２２７者（令和元年度） ）

資料：国土交通省自動車局作成

一般路線バス事業者の収支状況

資料：国土交通省自動車局作成

資料：国土交通省自動車局作成

近年の路線バスの廃止路線延長

黒字事業者
25.6%

赤字事

業者
74.4%

※「三大都市圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県を指す
※出典：「総務省統計局人口推計」「自動車輸送統計年報」より国土交通省作成

〇丸建自動車㈱

廃止路線キロ
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○地域鉄道の輸送人員は、下げ止まっているものの、ピーク時（H3年度）に比べ約22％の減少。
○地域鉄道事業者の約79％が赤字事業者となっているなど、厳しい経営状況にある中、車両、トンネル、橋りょう

の老朽化が進行しており、更新費用の確保、バリアフリー化への対応など、多くの課題を抱える。

21%

79%

黒字

赤字

（令和元年度）

車齢

老朽化が進み安全設備更新の資金負担が事業継続のネック。また、安全性向上・バリアフリーなど新たなニーズへの対応が困難。

※令和元年度末実績 地域鉄道事業者（９５社）

内燃車の耐用年数 11年
電車の耐用年数 13年

地域鉄道の輸送人員の推移

地域鉄道事業者の収支状況

資料：国土交通省鉄道局作成

資料：国土交通省鉄道局作成注：昭和63年度以降に開業したものを除く地域鉄道事業者70社

資料：国土交通省鉄道局作成

地域鉄道の施設の現状

約22％減少

トンネル・橋りょうの
経過年数別施設数

資料：国土交通省鉄道局作成
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②-3：地域鉄道の現状
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「乗合バス事業」の収支は全体でも約５％の赤字構造にあり、「地方部」では1５％程度の赤字。
他の交通事業はそれぞれの産業全体では黒字。 「地域鉄道」に限ると６％程度の赤字。
近年過当競争で収支構造が厳しいとされる「介護事業」は３％程度の黒字。

→地方部の乗合バスは厳しい赤字構造下にある。

国土交通省自動車局資料、全日本トラック協会「経営分析報告書」、国土交通省鉄道局
「鉄道統計年報」、国土交通省海事局「海事レポート」、厚生労働省「度介護事業経営実態
調査結果」より、国土交通省総合政策局交通作成
乗合バスはH30、それ以外はH28
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120%

事業別当該事業収支率（運行補助のあるものは補助前）

②-4：地方部の乗合バスの収支の他産業との比較
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○一般路線バスによる地域の生活交通の維持が困難となる中で、地域の移動手段を確保する公共交通システム
として、コミュニティバスや乗合タクシーの導入が進んでいる。

コミュニティバスの導入状況

デマンド型乗合タクシー

デマンド型乗合タクシー導入市町村数の推移

注１：乗合タクシーとは、乗車定員11人未満の車両で行う乗合の旅客運送サービスをいう。
注２：導入市町村数は、団地型・過疎型の運行形態の合計。
注３：いわゆる「自家用有償運送」は含んでいない。

資料：国土交通省総合政策局作成

資料：国土交通省総合政策局作成
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②-5：コミュニティバス、デマンド型乗合タクシーの現状
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出典：国土交通省自動車局資料より、国土交通省国土政策局作成

コミュニティバス・デマンド型乗合タクシーの導入状況（市町村人口規模別）

②-6：コミュニティバス・デマンド型乗合タクシーの導入状況

注１：乗合タクシー：乗車定員11人未満の車両で行う乗合の旅客運送 サービスをいう。
注２：導入市町村数は、団地型・過疎型の運行形態の合計。
注３：いわゆる「自家用有償運送」は含んでいない。

コミュニティバス・デマンド型乗合タクシーの導入状況を市町村人口規模別に見ると、人口5万人
以上10万人未満の市町村が約9割で最も高くなっている。
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自動車の運転業務の人手不足が年々深刻化しており、有効求人倍率は全職業平均の約2倍。

②-7：運転手不足の深刻化
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自動車運転事業の人手不足

（出典）厚生労働省「一般職業紹介状況」より国土交通省総合政策局作成

有効求人倍率（常用パート含む。）の推移
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②-8：取組事例（みちのりホールディングス）

出典：(株)みちのりホールディングスHP

(株)みちのりホールディングスでは、グループの各交通事業者に対して、経営、営業、整備、購買、予
約システムなどに横串を刺すことで、グループ全体の生産性を向上。
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参考資料

(1)日々の日常生活に必要な機能

③買い物
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③-1：人口減少に伴う日常生活への影響・転居検討理由

出典：令和2年版厚生労働白書

人口減少に伴う変化のうち、日常生活への影響が大きいもの・転居を検討する理由になるものを尋ねた意識
調査果では、いずれも「日常的な買い物をする店舗などが遠くなること」の回答割合が最も高い。
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③-2：食料品アクセス困難人口

出典：農林水産政策研究所HP

65歳以上高齢者の4人に1人は、店舗まで500m以上かつ自動車利用困難な「食料品アクセス困難人口」
であり、その割合は地方圏で高いが、三大都市圏でも増加傾向。

注1）アクセス困難人口とは、店舗まで500m以上かつ自動車利用困難な65歳以上高齢者を指す。
2）「平成27年国勢調査」および「平成26年商業統計」のメッシュ統計を用いて推計したものである。
3）店舗は食肉、鮮魚、果実・野菜小売業、百貨店、総合スーパー、食料品スーパー、コンビニエンスストアである。
4）東京圏は東京、埼玉、千葉、神奈川、名古屋圏は愛知、岐阜、三重、大阪圏は大阪、京都、兵庫、奈良である。
5）ラウンドのため合計が一致しない場合がある。

食料品アクセス困難人口の推計（2015年） 食料品アクセス困難人口の割合
（2015年・市町村別）
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③-3：食料品の買い物が不便・困難な住民への対策の必要性

出典：農林水産省「食料品アクセス問題に関する全国市町村アンケート調査」（令和2年度調査結果） 29



出典：農林水産省「食料品アクセス問題に関する全国市町村アンケート調査」（令和2年度調査結果）

③-4：食料品の買い物が不便・困難な住民への対策の実施
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③-5：事業者、住民別の地域課題に対する認識

出典：2020年版 中小企業白書・小規模企業白書

地域課題に対する認識については、小規模事業者、住民ともに「商店街や中心市街地等の衰退」の回
答割合が最も高くなっている。
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③-6：商店街の最近の景況（立地市町村の人口規模別）

出典：2021年版 中小企業白書・小規模企業白書

商店街の最近の景況について、『衰退している（「衰退している」および「衰退の恐れがある」）』と回答した商店
街は67.7％であり、人口5万人未満の都市と町・村では8割超。
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③-7：商店街の来街者数の変化と減少要因

出典：平成30年度商店街実態調査報告書（中小企業庁委託事業）

半数以上の商店街で最近3年間の来街者数が減少しており、要因としては「魅力ある店舗の減少」、「業種・業
態の不足」、 「地域の人口減少」の順に多い。

最近３年間の来街者数の変化

来街者が「減った」要因【複数回答(３つまで)】
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③-8：商店街の抱える問題

出典：平成30年度商店街実態調査報告書（中小企業庁委託事業）

商店街における問題についてみると、「経営者の高齢化による後継者問題」が最も多いが、9割以上が「対策
は講じていない」と回答。
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③-9：ネットショッピングの状況（二人以上の世帯）

出典：総務省 「家計消費状況調査（二人以上の世帯）」より国土政策局作成

（円）

（％）

ネットショッピングの支出額の推移（2018～2021年）

○ 新型コロナの影響により、2020年４月から５月にかけて、ネットショッピング利用世帯の割合が急増し、初めて50%を
超えた。

○ ネットショッピング支出額の増加には食料等が大きく寄与。

ネットショッピング利用率（世帯数割合）の推移

出典）総務省統計局 「家計消費状況調査 ネットショッピ
ングの状況について（二人以上の世帯）ｰ2021年（令和3
年）10月分結果」
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参考資料

(1)日々の日常生活に必要な機能

④教育（小中学校等）
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④-1：公立小中学校数と児童生徒数の推移

出典：文部科学省資料 37



高等学校の学校数及び生徒数は減少傾向が続いている。

１市町村に公立高等学校が０ないし１という市町村は1,027団体（59.0％）ある。

④-2：高等学校の学校数と生徒数

学校数
（校）

生徒数
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出典：文部科学省「学校基本統計」より国土政策局作成

自市町村内に公立高等学校が
０ないし１しかない割合

59.0%

41.0%

公立高等学校の立地が０ないし１
公立高等学校の立地が２以上
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市区町村の77％が域内の学校規模に課題があると認識。

出典：文部科学省「平成30年度学校規模の適正化及び少子化に対応した学校教育の充実策に関する実態調査について」

④-3：域内の学校の適正規模に関する認識

77％

39



④-4：公立小中学校施設の複合化の状況

学校数（延べ）

出典：文部科学省「学習環境の向上に資する学校施設の複合化の在り方について」（平成27年11月）より抜粋

公立小中学校施設の複合化事例は、全国で10,567校、全体の35％を占める。

（既存学校施設を活用した、放課後児童クラブや地域防災用備蓄倉庫との複合化事例が多い。）
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④-5：端末の利活用の開始状況（小中学校等）

出典：文部科学省（令和3年10月）「GIGA スクール構想の実現に向けた端末の利活用等に関する状況(令和3年7月末時点)について(確定値)」

GIGAスクール構想の実現に向けて、令和3年7月時点で全国の公立の小中学校等の9割以上が、「全学年」
または「一部の学年」で端末の利活用を開始している。
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④-6：都道府県別通塾率（公立）

通塾率（％）

出典：国立教育政策研究所「平成30年度全国学力・学習状況調査 調査結果資料」から、ジュクサガス事務局（株式会社ジュウナナワーク）が算出した通塾率より
国土政策局作成

※ 全国学力・学習状況調査の児童質問紙・生徒質問紙内にある「放課後に何をして過ごすことが多いですか」の回答において、
「学習塾など学校や家以外の場所で勉強している」と回答したものを通塾したとみなし、通塾率を算出。

平均：
32.2%

小６生（公立）

中３生（公立）

首都圏や近畿圏では通塾率が比較的高いなど、地域差が見られる。

平均：
42.1%
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参考資料

(2)生活のための所得を確保するため
に必要な機能

⑤製造業・サービス業（地域産業）
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中小企業の労働生産性は、長らく横ばい傾向が続いており、足元では大企業との差は徐々に拡大している。

⑤-1：企業規模別の労働生産性の推移
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労働生産性の推移（2003年度～2020年度）

中小製造業 中小非製造業 大企業製造業 大企業非製造業

※１ 大企業は資本金10億円以上の企業、中小企業は資本金１億円未満の企業としている。
※２ 平成18年度調査以前は付加価値額＝営業純益（営業利益ー支払利息等）＋役員給与＋従業員給与＋福利厚生費＋支払利息等＋動産・不動産賃貸料＋租税公課とし、平成

19年度調査以降は、これに役員賞与、及び従業員賞与を加えたものとしている。

中小非製造業520万円

中小製造業520万円

大企業非製造業1,267万円

出典：財務省「法人企業統計調査年報」を基に国土交通省国土政策局が作成。 44



中小企業は、大企業と比べるとＩＴ装備率が低い。

⑤-2：ＩＴ装備率（規模別・業種別）

出典：財務省「法人企業統計調査」を基に国土交通省国土政策局が作成。

※１ IT装備率＝IT資本ストック（無形固定資産ソフトウェア）÷従業員数
※２ 大企業は資本金10億円以上の企業、中小企業は資本金１億円未満の企業としている。
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製造業、非製造業ともに、ＩＴ装備率が高くなるほど労働生産性が高くなる傾向がみられる。

⑤-3：ＩＴ装備率と労働生産性の関係
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我が国において2012年度～2014年度の間に自社でイノベーションが有ったと認識している企業の割合は、大
企業で67％、中小企業で47％となっており、海外の主要国と比較すると、日本は大企業、中小企業ともに相
対的に低い水準。

出典：OECD「OECD Science,Technology and Industry Scoreboard 2017」より国土政策局が作成。

⑤-4：イノベーションの実現状況
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※ 中小企業は従業員規模が10人以上250人未満の企業。

※ 各国の企業へのアンケート調査（調査年は国により、2012年～2014年のうち単年～複数年）によるため、調査手法や国による回答性向の差があることに留意が必要。

※ 日本は全国イノベーション調査により、2012年度～2014年度の間に、下記に該当するイノベーションが有ったと回答した企業の割合。

※ 技術的イノベーション ：新しい又は大幅に改善された製品・サービスの市場への導入や、新しい又は大幅に改善された生産工程・配送方法の導入。
非技術的イノベーション：新しいマーケティング方法の導入や、企業の業務慣行、職場組織又は社外関係に関する新しい方法の導入。
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2020年度調査において存在が確認された大学発ベンチャーの企業数は、2,905社。2019年度調査で確認され
た2,566社から339社増加し、過去最高の企業数と伸びを記録※。
※ 2020年10月時点。昨年度調査以降に新設した企業が201社、2020年以前に設立されていたが前回調査で把握できなかった企業が207社。

大学発ベンチャーではなくなった企業は69社、うち、解散・閉鎖した企業は23社。解散・閉鎖した企業のうちM&Aされた企業は4社。

出典：成長戦略会議資料（第１２回）より、国土交通省国土政策局が作成。

⑤-5：企業年齢の分布の国際比較

5.0% 11.5% 13.9% 20.5% 22.4% 22.8%
5.2%

1.9%
5.2%

16.7% 18.1% 17.6%

15.8% 7.8%
9.8%

19.2%
20.8% 18.5%

74.0% 78.8%
71.1%

43.5% 38.6% 41.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1996 2006 2014 米国 英国 フランス

企業年齢の分布の国際比較

日本 諸外国

6-10年

3-5年

0-2年

企業割合

企業年齢
11年以上

※ 池内健太、伊藤恵子、深尾京司、権赫旭「日本における雇用と生産性のダイナミクス：OECD Dynemp/MultiProdプロジェクト
への貢献と国際比較」, RIETI Discussion Paper（2019年11月）を基に作成。

※ 対象は従業員50人未満の企業。英国・米国は2001-2011年の数値の年平均。フランスは2001-2007年の数値の年平均。
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2020年度調査において存在が確認された大学発ベンチャーの企業数は、2,905社。2019年度調査で確認され
た2,566社から339社増加し、過去最高の企業数と伸びを記録※。
※ 2020年10月時点。昨年度調査以降に新設した企業が201社、2020年以前に設立されていたが前回調査で把握できなかった企業が207社。

大学発ベンチャーではなくなった企業は69社、うち、解散・閉鎖した企業は23社。解散・閉鎖した企業のうちM&Aされた企業は4社。

出典：経済産業省「令和2年度大学発ベンチャー実態等調査」

⑤-6：大学発ベンチャー企業数の年度別推移

（社）

本調査では、下記の5つのうち1つ以上に当てはまるベンチャー企業を「大学発ベンチャー」と定義している。
1. 研究成果ベンチャー：大学で達成された研究成果に基づく特許や新たな技術・ビジネス手法を事業化する目的で新規に設⽴されたベンチャー
2. 共同研究ベンチャー：創業者の持つ技術やノウハウを事業化するために、設⽴5年以内に大学と共同研究等を行ったベンチャー
3. 技術移転ベンチャー：既存事業を維持・発展させるため、設⽴5年以内に大学から技術移転等を受けたベンチャー
4. 学生ベンチャー：大学と深い関連のある学生ベンチャー
5. 関連ベンチャー：大学からの出資がある等その他、大学と深い関連のあるベンチャー
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後継者不在率は直近5年間では大きく改善しているが、依然として高水準。

また、小規模事業者ほど、経営者の高齢化が進んでおり、後継者不在率も高い。

⑤-7：後継者確保の状況

後継者不在率の推移（年代別）

出典：帝国データバンク「全国企業『後継者不在率』動向調査」

社長が70歳以上の割合（売上高別）

出典：帝国データバンク「全国・後継者不在企業動向調査」（2019年）

後継者不在率（売上高別）

出典：帝国データバンク「全国社長年齢分析」（2020年）
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参考資料

(2)生活のための所得を確保するため
に必要な機能
⑥農林水産業
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⑥-農-1：農業総産出額と生産農業所得の推移

農業総産出額は、近年、米、野菜、肉用牛等における需要に応じた生産の取組みが進められてきたこと等を要
因として増加傾向で推移。

生産農業所得は、近年、農業総産出額の増加等を要因として増加傾向で推移。

肉用牛 0.7
乳用牛 0.9
豚 0.7
鶏 0.8
その他 0.1 

資料：農林水産省「生産農業所得統計」
注１：その他は、麦類、雑穀、豆類、いも類、花き、工芸農作物、その他作物及び加工農産物の合計である。
２：乳用牛には生乳、鶏には鶏卵及びブロイラーを含む。
３：四捨五入の関係で内訳と計が一致しない場合がある。

参考：農業総産出額 ＝ Σ（品目別生産量×品目別農家庭先販売価格）
生産農業所得＝農業総産出額－物的経費（肥料、農薬、光熱動力費等）＋経常補助金

〈生産農業所得〉

〈農業総産出額〉
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出典：農林水産省作成資料。

⑥-農-2：農政を取り巻く状況の変化

人口減少や高齢化に伴い、国内の市場規模は減少の可能性。一方、世界の農産物マーケットは拡大する可能
性。

人口減少、高齢化に伴い、
国内の市場規模は縮小の可能性

1億2,361万人 1億2,586万人 １億190万人人口

72兆円 84兆円
（2015年）

飲食料の
マーケット規模

世界の農産物マーケットは拡大の可能性

農業総産出額 11.5兆円 8.9兆円

1990年 2020年 2050年

人口 53億人 78億人 98億人
＋30％

国内

世界

▲20％

12.1％ 28.7％高齢化率
（65歳以上の割合）

生産農業所得 4.8兆円 3.3兆円

飲食料の
マーケット規模

（主要国）
－ 890兆円

（2015年）

基幹的農業従事者 293万人 136万人
耕地面積 524万ha 437万ha

1,360兆円
（2030年）

・ 日本の農林水産業GDP（2019年）
世界８位

・ 日本の農産物輸出額（2019年）
世界50位

農産物貿易額
4,400億ドル

（約42兆円）
（1995年）

1兆4,000億ドル
（約136兆円）

（2013年）
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⑥-農-3：農林水産物・食品の輸出額の推移

農林水産物・食品の輸出額は、2021年11月に初めて１兆円を突破。

（単位：億円）

※財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成注：2020年1-11月及び2021年1-11月の輸出額にある「少額貨物」は、各年1-6月累計の少額貨物輸出額 54



日本の生産者は年々高齢化し、今後一層の担い手減少が見込まれ、労働不足等の生産基盤の脆弱化が深刻
な課題となっている。農山漁村の人口減少は特に農村の平地や山間部で顕著に見られる。

（参考）農業就業者の高齢化と担い手不足

注1) 国勢調査の組替集計による。なお、令和２年以降(点線部分)は
コーホート分析による推計値である。

2) 農業地域類型は平成12年時点の市町村を基準とし、平成19年4
月改定のコードを用いて集計した。

○ 担い手の高齢化と担い手不足 ○ 農山漁村における人口減少

出典：農林水産省「2020年農林業センサス」、「2015農林業センサス」(組替集計）、
「2010年世界農林業センサス」（組替集計）
基幹的農業従事者：15歳以上の世帯員のうち、ふだん仕事として主に自営農
業に従事している者をいう。

基幹的農業従事者数 平均年齢
60代以下基幹的農業従事者数

2010年 205万人 66.2歳
60代以下：110万人

2015年 176万人 67.1歳
60代以下：92万人

2020年 136万人 67.8歳
60代以下：67万人

（万人）
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（参考）農地面積等の推移

農地面積は、荒廃農地の発生や宅地等への転用等により、年々減少。荒廃農地面積は28.2万ha（令和２年）あ
り、そのうち再生可能なものが9万ha（32％）、再生利用困難なものが19万2千ha（68％）。

14.9 15.1 14.8 14.8 14.7 13.8 13.2 12.4
9.8 9.2 9.2 9.1 9.0

13.5 13.7 14.4 13.0 12.5 13.5 14.4 16.0
18.3 19.0 18.8 19.2 19.2

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

再生利用可能 再生利用困難（万ha）

28.4
27.327.2

28.7 28.328.128.427.6 28.0
29.2

27.8 28.228.4

荒廃農地面積の推移

資料：農林水産省「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査」
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資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」

畑

田

（万ha）

434.9万ha
（計）（R3）（概数）

約174万ha減少

270万ha

339万ha

609万ha
（計）（S36 最大値）

198.3万ha（概数）

236.6万ha（概数）

農地面積の推移
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人口減少やライフスタイルの変化に伴い、品目ごとの需要も変化。

（参考）品目ごとの需要の変化

出典：農林水産省作成資料。 57



日本の年平均気温は、100年あたり1.28℃の割合で上昇。2020年の日本の年平均気温は、統計を開始した
1898年以降最も高い値。(2021年は過去３番目に高い値)

農林水産業は気候変動の影響を受けやすく高温による品質低下などが既に発生。

降雨量の増加等により、災害の激甚化の傾向。農林水産分野でも被害が発生。

（参考）温暖化による気候変動・大規模自然災害の増加

出典：農林水産省作成資料。

日本の年平均気温偏差の経年変化

年平均気温は長期的に上昇しており、特に1990年以降、高温となる年が頻出

白未熟粒(左)と正常粒(右)の断面

・水稲：高温による品質の低下 ・リンゴ：成熟期の着色不良･着色遅延

農業分野への気候変動の影響

年平均気温偏差

5年移動平均値

長期変化傾向

１時間降水量50mm以上の年間発生回数

農業分野の被害

浸水したキュウリ
（令和元年８月の前線に伴

う大雨）

2011年〜2020年の10年間の平均発生回数は334回
1976年〜1985年と⽐較し、1.5倍に増加

被災したガラスハウス
（令和元年房総半島台風）
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⑥-林-1：全産業と林業従事者の平均給与

林業従事者の年間平均給与は、2013年から2017年までで38万円（12％）上昇している。

全産業平均と比較すると、差は縮まっているものの、90万円程度低く、特に30代から50代にかけて全産業平均と
の差が大きい。
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⑥-林-2：森林資源の状況

森林面積の４割が人工林。森林蓄積は人工林を中心に増加しており、現在約52億㎡。人口林の半数が一般的
な主伐期である50年生を超えている状況。
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⑥-林-3：木材供給量の推移

国産材供給量は、森林資源の充実や合板原料としてスギ等の国産材利用の増加、木質バイオマス発電施設で
の利用の増加等を背景に、2002年を底として増加傾向。
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⑥-林-4：林業産出額の推移

林業産出額は、2005年以降は4,000億円程度。2014年以降は4,500億円以上で推移。
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⑥-林-5：森林整備の意義

森林の多面的機能を発揮させるためには、植栽、下刈り、間伐等によって健全な森林を育てることが必要。地球温暖化
防止や、近年の自然災害の激甚化・頻発化への対策等として、間伐等の適切な森林整備を推進。

利用期を迎えた森林が増加しており、主伐後に再造林を行うことで、多面的機能を持続的に発揮させつつ森林資源の循
環利用を推進することが必要。また、このためには苗木の安定供給が重要。

再造林に向けては、造林コストの低減のため、早生樹やエリートツリー等の活用や伐採と造林の一貫作業システムの導
入等を進めるとともに、コンテナ苗等の生産体制の構築が重要。

このほか、花粉発生源対策として、スギ・ヒノキ人工林を花粉の少ない森林へ転換する取組を推進。
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（参考）林業従事者の推移

林業従事者は、2015年は4.5万人で、10年前の2005年から７千人減少。
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（参考）林業の労働災害発生件数の推移

林業労働における死傷者数は長期的に減少傾向にあるものの、林業における労働災害発生率は、2019年の死
傷年千人率※でみると20.8で、全産業平均の9.4倍となっている。

※ 労働者1,000人あたり1年間で発生する労働災害による死傷者数（休業４日以上）
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⑥-水-1：漁業・養殖魚の生産量の推移

漁業・養殖業生産量は、令和元年において420万トン（ピーク時（昭和59年）の約３分の１）。

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0

500

1,000

1,500

昭和40

(1965)

45

(1970)

50

(1975)

55

(1980)

60

(1985)
平成2

(1990)

7

(1995)
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(2000)
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(2005)

22

(2010)
R1年

(2019)

遠洋漁業

沖合漁業

沿岸漁業

海面養殖業

万トン
昭和59(1984)年

生産量ピーク 1,282万トン

令和元(2019)年
420万トン

マイワシの漁獲量

昭和53（1978）年
沿岸漁業＋沖合漁業の
漁獲量（マイワシを除く）

ピーク：587万トン

内水面
漁業・養殖業

万トン

21,371

世界の漁業・養殖業（右軸）

＊世界の漁業・養殖業は右軸、他は全て左軸

資料：農林水産省「漁業・養殖業生産統計」（日本）、FAO「Fishstat（Capture Production、 Aquaculture Production）」
（日本以外の国）に基づき水産庁で作成
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⑥-水-2：漁業経営と漁業就業者の推移

沿岸漁家（個人経営体）の漁労所得は、平成27～29年を除き、200万円台で推移。

漁業就業者数は、近年、減少傾向で推移し、令和元年においては14.5万人。

沿岸漁家の漁業経営状況の変化

資料：農林水産省「漁業経営調査報告」及び「漁業センサス」に基づき水産庁で作成
注：1)「漁業経営統計調査」の個人経営体調査の結果を「漁業センサス」の10トン未満の漁

船漁業、小型定置網及び海面養殖業の経営体の日に応じて加重平均して算出し
た。

2)平成23（2011）年調査は、岩手県、宮城県及び福島県の経営体を除く結果である。平
成24(2012)年以降の漁船漁業については、東日本大震災により、漁業が行えな
かったこと等から、福島県の経営体を除く結果である。平成24(2012)年の海面養殖
業については、岩手県及び宮城県の調査経営体を含まない（かき養殖業を除く。）。
平成25(2013)年ののり類養殖業は、宮城県の経営体を除く結果である。

3)平成28(2016)年調査において、調査体系の見直しが行われたため、わかめ養殖と真
珠養殖を除く結果である。

4)漁労所得には、制度受取金（漁業）を含めない。

資料：農林水産省「令和元年漁業構造動態調査」（組換集計）（令和元（2019）年）、「漁
業センサス」（平成15（2003）年、20（2008）年、25（2013）年及び30（2018）年）
及び「漁業就業動向調査」（その他の年）

注：1)「漁業就業者」とは、満15歳以上で過去１年間に漁業の海上作業に30日以上従
事した者。

2)平成20（2008）年以降は、雇い主である漁業経営体の側から調査を行ったた
め、、これまでは含まれなかった非沿海市町村に居住している者を含んでお
り、平成15（2003）年とは連続しない。
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参考資料

(2)生活に必要な所得を得るために必
要な機能

⑦観光

68



（出典）令和3年版観光白書（観光庁）より

⑦-1：訪日外国人旅行者数の推移

○訪日外国人旅行者数は、2019 年（令和元年）は3,188万人（前年比2.2%増）となり、７年連続で過去
最高を更新したが、2020 年（令和２年）は、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行の影響等によ
り、２月以降大きく減少し、前年比87.1％減の412 万人となった。
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⑦-2：日本人国内宿泊旅行延べ人数、国内日帰り旅行延べ人数の推移

○ 2019年（令和元年）の日本人の国内宿泊旅行者数は延べ3億1,162 万人（対2012年比98.8％）、国
内日帰り旅行者数は延べ2億7,548 万人（対2012年比92.7％）であったが、2020 年（令和２年）の日本
人の国内宿泊旅行者数は延べ１億6,070 万人（前年比48.4％減）、国内日帰り旅行者数は延べ１億
3,271 万人（前年比51.8％減）と、宿泊旅行、日帰り旅行ともに大きく減少した。

（出典）令和3年版観光白書（観光庁）より 70



⑦-3：日本国内における旅行消費額

○2019 年（令和元年）の日本人及び訪日外国人旅行者による日本国内における旅行消費額は、27.9 
兆円（前年比7.1％増）となった。このうち、日本人による旅行消費額は23.1 兆円（前年比7.2％増）、訪
日外国人旅行者による旅行消費額は4.8 兆円（前年比6.5％増）であり、訪日外国人旅行者による旅行
消費額は３年連続で全体の15％を超えた。

（出典）令和3年版観光白書（観光庁）より 71



⑦-4：産業別 労働生産性（従業員１人当たり付加価値額）（2019 年度）

○財務省「法人企業統計調査」によると、宿泊業の労働生産性（従業員１人当たり付加価値額）は428
万円と、全産業平均（715 万円）、非製造業平均（687 万円）、サービス業平均（498 万円）に比べると
低い水準にある。

（出典）令和3年版観光白書（観光庁）より 72



参考資料

（３） 日常に潤いを与える文化的な生活
に必要な機能

⑧自然環境（生物多様性・景観を含む）
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⑧-1：生物多様性の状態

・2021年に環境省が公表した生物多様性の総合評価によると、わが国の生物多様性は、過去 50 年
間損失 し続けている。 生態系によっては損失の速度は弱まりつつあるが、全体としては現在も損失
の傾向が継続している。

（出典：生物多様性及び生態系サービスの総合評価2021（環境省 2021年3月）
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⑧-２：土地利用の推移、保護地域の指定状況等

○沿岸域の埋立等の開発・改変の圧力は低下しているが、
継続的な影響が懸念

○保護地域の面積は長期的に拡大する方向で推移

（出典：国土交通省, 1965-2017,: 土地白書、林野庁, 1966-2017: 森林林業統計要
覧 、農林水産省, 1965-2015: 耕地及び作付面積統計より作成）

○過去50年で自然性の高い森林、草原、農地等が減
少し、他方で都市が拡大し、人工林が増加

（出典：第５回次期生物多様性国家戦略研究会（環境省R2.10）、生物多様性及び生態系サービスの総合評価2021（環境省2021年3月））

○都市域で都市公園、特別緑地保全地区等の面積は
年々増加傾向

75



⑧-3：里地里山の利用の減退に伴う生物多様性の劣化への影響

（出典：第３回次期生物多様性国家戦略研究会（環境省R2.6））

モニタリング10年間の調査の結果、チョウ類87
種の半分以上が減少傾向があり、その中にはご
く普通に見られていた種（オオムラサキ、ミヤマカ
ラスアゲハ、ジャノメチョウ・イチモンジチョウ）が
含まれていた。

図：全国でよく見られるチョウ類87種の各種
ごとの1年間の個体数増減率の内訳

図：動物類全種における絶滅危惧種数の推移

年を経るごとに、里地里山の絶滅危惧種数が増加

・絶滅危惧種として環境省レッドリストに掲載された里地里山を生息地とする動物種は1991年以降
30年ほどで11.4倍に増加

・モニタリングサイト1000（環境省）による過去10年間の調査結果からチョウ類の約４割の種で個体
数が減少
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⑧-4：里地里山の利用の減退に伴う生物多様性の劣化への影響

○耕作放棄の年数と生物の種数の関係

（出典：第３回次期生物多様性国家戦略研究会（環境省R2.6））

○ハチ類、チョウ類、甲虫類、ハナアブ類の種の
多様性と間伐の関係

耕作放棄の年数増加に伴い、種数が減少
間伐を行った場所の方が、種の多様性は
高くなる

・農地の耕作放棄や二次林・人工林の管理放棄により種数が減少するなど生物多様性が劣化
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図：都道府県別に見た過去 10 年の鳥獣
被害額の増減状況

⑧-5：ニホンジカ等の個体数・分布・鳥獣被害額の状況

図：ニホンジカ 生息分布図

図：ニホンジカ（本州以南）の個体数推定

・ニホンジカやイノシシの推定個体数は増加傾向であったが、捕獲の強化が進み、平成26（2014年）を
ピークに減少傾向

・ニホンジカやイノシシの分布域は拡大。ニホンジカの分布域は昭和53年度から平成30年度までの40
年間で約2.7倍に拡大、平成26年度から平成30年度までに約1.1倍に拡大

（特にニホンジカは東北・北陸・中国地方、イノシシは東北・北陸・関東地方で拡大））

（出典：環境省報道発表 全国のニホンジカ及びイノシシの個体数推定等の結果について（令和２年度））

（出典：令和2年度 食料・農業・農村白書）
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⑧-6：気候変動による生態系への影響

（出典）気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート（環境省・文部科学省・農林
水産省・国土交通省・気象庁、2018）

○ 植生や野生生物の分布変化等が既に確認されており、将来もそうした影響がさらに進行することが予測されている。

【陸域】
・ 気温上昇等の変化は、特に高緯度・高標高域の生態系には影響が大きいと考えられており、高山帯に相当する環境を持つ地域が消失することなどが予測
されている。

・ 気候変動に伴い、樹種の潜在生育域の変化が予測される。また、竹林の分布域拡大が予測されており、里山環境にも影響を及ぼす可能性がある。
【淡水域】
・ 気温の上昇により、湖沼や河川の水温の上昇や水質の変化をもたらす可能性があり、淡水生態系に影響を及ぼす可能性がある。
【沿岸域】
・ 日本近海における海面水温は上昇傾向にあり、寒冷な環境を好む種の減少、温暖な環境を好む種の増加・分布拡大など、水温上昇に伴う生物の分布域
の変化が確認されている。

・ 海水温の上昇により、サンゴの分布域の変化や死滅、藻場分布の減少が予測され、こうした環境に依存する生物にも影響を及ぼすことが懸念される。

【将来予測】ハイマツ、シラビソ、ブナ、アカガシの潜在生育域の将来変化
※2081～2100年の各RCPシナリオにおける予測。

現在 RCP2.6 RCP4.5 RCP8.5

ハイマツ

シラビソ

ブナ

アカガシ

潜在生育域 不確実性を伴う潜在生育域

石西礁湖や八重干瀬において、白化に
よってサンゴ被度が激減

（出典：第５回次期生物多様性国家戦略研究会（環境省R2.10））

79



参考資料

（３） 日常に潤いを与える文化的な生活
に必要な機能

⑨環境（地域の再生エネルギーの導入）
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⑨-1：電源構成の推移
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○電源構成のうちの再エネの割合は2010年度時点で9.5％であったが、2020年度時点では19.8％であ
り、10年間で10％以上増加している。
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⑨-2：地球温暖化対策推進法の一部改正（2021年5月成立）

（出典）資源エネルギー庁 「第5回地域社会における持続的な再エネ導入に関する情報連絡会」 資料７ 82



参考資料

(3)日常に潤いを与える文化的な生活
に必要な機能

⑩文化芸術（伝統的・歴史的な祭り、芸
能、食文化、景観等）
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国民の約８割が、地域の文化芸
術資源の存在が地域への愛着
や誇りにつながると思っている。

一方、住んでいる地域の文化的
環境に満足している人は約４割
に留まる。

また、地域の文化的環境の充実
に必要な要素としては、文化施設
の充実や子どもが文化芸術に親
しむ機会の充実といった回答が
多い。

⑩-1：地域の文化芸術に対する意識（１）

出典：文化庁委託事業令和２年度「文化行政調査研究」文化統計の整備に関する調査研究事業報告書（令和３年３月）84



国民の約９割が、日常生活にお
ける文化芸術の体験・活動の重
要性を感じている。

とりわけ、こどもの文化芸術体験
の重要性を感じている。

⑩-２：地域の文化芸術に対する意識（２）

出典：文化庁委託事業令和２年度「文化行政調査研究」文化統計の整備に関する調査研究事業報告書（令和３年３月）85



地域の伝統的な芸能や祭りを鑑賞した人又は参加した人は、いずれも10%に満たない。

⑩-３：地域の文化芸術に対する意識（３）

出典：文化庁委託事業令和２年度「文化行政調査研究」文化統計の整備に関する調査研究事業報告書（令和３年３月）86



⑩-４：後継者の減少

出典：経済産業省製造産業局伝統的工芸品産業室資料（令和２年１０月）

伝統的工芸品産業の従業員数は緩やかな減少傾向にあり、平成29年度は5.7万人。

伝統工芸士は職人の高齢化に伴い減少傾向。一方で、女性が伝統工芸士に占める割合は増加傾向にあり、女性活
躍が進んでいる。

87



0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%
地域の交流拠点などで創発されるプロジェクトやコミュニティへの主体的な参加

地域のまちおこし・むらおこしにつながるようなプロジェクトの企画・運営、又は協力・支援等

地域に新たな仕事（産業）を創出するなどの活動への参加

地域でのボランティアや共助活動への参加

農地、水路、森林等の地域資源の共同保全活動への参加

まちなみ保全などの共同活動への参加

地元の企業・事業所での労働（地域における副業）

農林漁業への就業

農林漁業者のサポート（援農等）

商店街の空き店舗有効活用に関する活動への参加

朝市・マルシェへの出店に関する活動への参加

地域の人との交流・コミュニケーションを楽しむ、人脈をつくる

祭りや地域体験プログラム等への参加

教養・学習の場への参加

地域ならではの飲食や買い物（地場産品の購入等）

自分の趣味や地域の環境を楽しむ活動

市民農園・農業体験農園への参加

自家消費農業等の取組

本業として普段行っている業務や仕事（テレワークなど）

訪問地域外の業務や仕事（テレワーク／副業など）

自己の用務、生活行動等（日常的な買物、飲食、通院、生活サービス享受等）

墓参、家族・親族等の世話、面会、同窓会等

ふるさと納税によって、地域を継続的に応援

クラウドファンディングによって、地域を継続的に応援

地場産品等を購入することにより、地域を定期的・継続的に応援

遠隔で地域のためになる仕事を請け負い

SNS等で地域の情報発信を行い応援

オンライン（zoom、Slack等）を活用して、地域と継続的に関わっている

地域から応援・支援を受ける等の交流を行っている

地域において友人や知人との交流・コミュニケーションを楽しむ

特に何もしないで過ごす

⑩-５：関係人口への期待

出典：「地域との関わりについてのアンケート」（国土交通省、令和２年９月実施） （直接寄与型、人数ベース）

全国の関係人口（訪問系）は約1,827万人と推計。うち、約半数の861万人が三大都市圏に居住。

三大都市圏に居住する関係人口（訪問系）の約２割が「祭りや地域体験プログラム等への参加」、約３割が「地域ならではの
飲食や買い物（地場産品の購入等）」により、特定の地域と継続的に関わりをもっており、地域固有の文化等を関わりの対象
としている。

関係人口（訪問系）の中には、地域のプロジェクト等へ参加する者も一定数おり、関係人口が地域の取組の担い手や支援者
となっていくことが期待される。

※複数回答可

三大都市圏に居住する関係人口（訪問系）の過ごし方

三大都市圏回答者総数：13,638人

88



参考資料

(3)日常に潤いを与える文化的な生活
に必要な機能

⑪中心市街地
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⑪-１：商店街における空き店舗の状況

出典：平成30年度商店街実態調査報告書（平成31年３月 中小企業庁）

空き店舗率ごとの商店街数の分布をみると、空き店舗率が10％を超える商店街は全体の41.3%

空き店舗率ごとの商店街数の分布
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⑪-２：中心市街地が直面する課題

出典：中心市街地の活性化に関するアンケート調査 結果概要（平成31年４月 内閣府 地方創生推進事務局）

中心市街地の現在の課題については、「空き店舗・空き家・空き地等の遊休施設・遊休地の拡大」、「賑わい
の空間としての魅力の低下」、「小売業等商業機能の低下」が６割を超え、「若者の流出」、「来街者の減少」、
「居住人口の減少」が５割を超える。

中心市街地の状況

（注）アンケートの対象は、都道府県と市である。
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⑪-３：今後の中心市街地に期待される役割

出典：中心市街地の活性化に関するアンケート調査 結果概要（平成31年４月 内閣府 地方創生推進事務局）

今後の中心市街地に期待される役割は、「多様な都市機能が集積したコンパクトシティの拠点」、「若者・女
性・高齢者等の多世代が暮らし、働く場」、「郊外等とも連携した地域経済をけん引する拠点」の順に多い。

今後の中心市街地に期待される役割（5つまで選択）

（注）アンケートの対象は、都道府県と市である。
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⑪-４：多世代が暮らし、働く場としての中心市街地の再生
に向けて必要な項目

出典：中心市街地の活性化に関するアンケート調査 結果概要（平成31年４月 内閣府 地方創生推進事務局）

若者・女性・高齢者等の多世代が暮らし、働く場としての中心市街地の再生に向けて必要な項目は、「魅力あ
るしごとづくり」、「子育て支援サービスの充実」が６割を超える。

中心市街地の再生に向けて必要な項目（5つまで選択）

（注）アンケートの対象は、都道府県と市である。
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⑪-５：拡大する遊休施設・遊休地への対応に向けて
必要な項目

出典：中心市街地の活性化に関するアンケート調査 結果概要（平成31年４月 内閣府 地方創生推進事務局）

拡大する遊休施設・遊休地への対応に向けて必要と思われる項目は、「利用希望者とのマッチング機能の強
化」が６割を超え、「関係者間の協働体制の構築」が４割を超える。

拡大する遊休施設・遊休地への対応に向けて必要な項目（5つまで選択）

（注）アンケートの対象は、都道府県と市である。
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⑪-６：地域の人々との付き合いに関する意識等

出典：平成１７年国土交通白書

都市部、地方部における地域コミュニティの状況を把握するために行った調査によると、大都市、町村部にお
いて地域コミュニティが衰退している状況にある。
地域コミュニティの衰退を促す事象として、相対的に強く認識されているものは、｢昼間に地域にいないことに
よるかかわりの希薄化｣、｢コミュニティ活動のきっかけとなる子どもの減少｣、｢住民の頻繁な入れ替わりによる
地域への愛着・帰属意識の低下｣が挙げられる。

地域の人々との付き合い 地域の人々との付き合いが疎遠な理由
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⑪-７：「居心地がよく歩きたくなるまちなか」のイメージ

出典：｢居心地が良く歩きたくなるまちなか｣からはじまる都市の再生：「都市の多様性とイノベーションの創出に関する懇談会」提言（概要）
（令和元年６月 国土交通省都市局） 96



参考資料

（１）～（３）の機能を支える要素

⑫防災・減災、国土強靭化
（地域の防災）
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⑫-1：平成３０年７月豪雨における土砂災害警戒情報の発表状況

平成30年7月豪雨では、人的被害（死者）が発生した５３箇所のうち、発災時刻※が特定できた全箇所（５３
箇所）で、土砂災害発生前に土砂災害警戒情報が発表済みであった。

(※)災害発生時刻は報道情報等含む。

（出典）国土交通省「第1回 住民自らの行動に結びつく水害・土砂災害ハザード・リスク情報共有プロジェクト（平成30年10月4日）」をもとに国土政策局作成 98



年次
平成

5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

令和
元

2

風水害 183 8 19 21 51 80 109 19 27 20 48 240 43 87 14 22 76 31 136 52 75 112 28 45 60 285 123 92 

地震・津波 234 3 6,437 0 0 0 0 1 2 0 2 68 1 0 16 24 1 0 22,303 0 0 0 0 267 0 49 0 0 

火山 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 1 0 0 

雪害 9 21 14 28 16 28 29 52 59 26 12 16 98 88 5 48 35 57 125 138 92 108 49 32 68 103 32 15 

その他 11 7 8 35 4 1 3 6 2 2 0 3 6 2 4 7 3 1 2 0 6 0 0 0 1 6 0 0 

合計 438 39 6,482 84 71 109 141 78 90 48 62 327 148 177 39 101 115 89 22,566 190 173 283 77 344 129 444 155 107 

（出典）内閣府「令和2年版防災白書」をもとに国土政策局作成

（人） （人）

風水害 風水害5年移動平均線
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⑫-2：近年（平成5年以降）の自然災害による死者・行方不明者数内訳

自然災害の激甚化・頻発化が指摘される中、風水害による死者・行方不明者数の（5年）移動平均線は、増加傾
向を示し始めている。
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⑫-3：気候変動に伴う降雨量や洪水発生頻度の変化

（出典）国土交通省「気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会 第1回資料４（令和元年11月）」をもとに国土政策局作成 100



⑫-4：日本全国における災害リスクエリアに居住する人口

日本全国の災害リスクエリア内人口は2015年で約8,603万人、2050年には約7,187万人となり、総人口に対する
割合は約2.8%増加すると予測されている。
2050年には地震リスクエリア内人口は約1,015万人減少するが、総人口に対する割合は約3.7%増加すると予測
されている。

災害リスクエリアの重ね合わせ図

日本全国の4災害影響人口

対象災害
リスクエリア内人口

(2015)
（総人口に対する割合）

リスクエリア内人口
(2050) 

（総人口に対する割合）

洪水 3,703万人（29.1%） 3,108万人（30.5%）

土砂災害 595万人（4.7%） 374万人（3.7%）

地震
（震度災害）

7,018万人（55.2%） 6,003万人（58.9%）

津波※ 754万人（5.9%） 597万人（5.9%）

災害リスク
エリア

8,603万人（67.7%） 7,187万人（70.5%）

日本全国の将来人口推計

2015年 2050年

人口 12,709万人 10,192万人

※一部地域は津波浸水想定のデータがないこと等か
ら、その地域は含まれていません。

※なお、洪水、土砂災害、地震（震度災害）、津波のいずれかの災害リスクエリアに含まれる地域を「災害リスクエリア」として集計しています。

（出典）国土交通省国土数値情報より国土政策局作成 ※国土の長期展望専門委員会最終とりまとめ参考資料P165 （令和3年6月） 101



⑫-5：今後の水害・土砂災害からの避難対策への提言
～避難に対する基本姿勢～

（出典）内閣府「平成30年７月豪雨による水害・土砂災害からの避難に関するワーキンググループ（平成30年12月）」をもとに国土政策局作成 102



⑫-6： 頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」

（出典）国土交通省「第１１回都市計画・歴史的風土分科会、第１８回都市計画部会及び第１７回都市計画基本問題小委員会合同会議 資料3（令和3年12月14日）」
をもとに国土政策局作成 103



⑫-7：水防災に対応したまちづくりとの連携、住まい方の工夫

（出典）国土交通省「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（令和３年法律第31号）について 概要資料」をもとに国土政策局作成 104



⑫-8：位置情報を活用した取組（会津若松の事例）

会津若松市では、オプトイン（事前同意）に基づく市民からのデータ提供と、提供されたデータを活用したパーソ
ナライズされたサービスの提供を行っている。

（出典）会津若松市「オプトインによる共助型分散社会の実現」をもとに国土政策局作成 105



参考資料

（１）～（３）の機能を支える要素

⑬情報通信基盤
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⑬-1：ブロードバンド基盤の整備状況（2020年3月末）

■ブロードバンド基盤の構築のため、光ファイバ基盤の整備が進められており、全国で99.1％（未整備53万世帯）の整備率。
■さらに整備を進め、2022年3月末まで99.9％（未整備17万世帯）まで整備する予定。

出典：令和元年度末ブロードバンド基盤整備率調査」の調査結果
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⑬-2：携帯電話を利用できない不感地域の状況（令和元年度末）

出典：携帯電話のサービスエリア外の状況（令和元年度末現在）

■携帯電話のサービスエリアの居住人口の割合（人口カバー率）は99.99％。
■携帯電話のサービスエリア外の居住人口（エリア外人口）は、全国で約約1.1万人。（エリア化を希望しない居住者を除くと

約1.0万人）

エリア外集落は1,029か所（居住人口10人以下の集落が全体の71.0％）、エリア化を要望しない集落を除くと860箇所。
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⑬-3：インターネット利用率（個人）

■インターネット利用率（個人）は83.4％（2020年）となっており、過去の平均でも80％以上の利用率を維持している。
■個人の属性別インターネット利用率（2020年）では、13歳〜59歳までの各階層で90％以上であるが、70代以上では60％以下

であり、過去7年の70歳以上のインターネット利用率の平均値は、40％台と低水準である。
（過去7年の平均は、70歳代は約55％、80歳以上は約27％）

出典：情報通信白書から国土政策局にて作成
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